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このパンフレットは、2010年 4月 1日以降に保険期間が開始するこ契約を対象にしています。



▲

テナント ロ 険は次のような損害を総合的に補償しまi

① 営業継続 費 用の補償 (営業継続費用担保条項)

偶然な事故によって対象施設の所在する建物等に損害を受けた

結果生じた仮店舗開設費用等の営業継続費用を補償します。

保険金をお支払いできない場合の主なもの

(1)保険契約者、被保険者、保険金受取人等の故意・重大な

過失、法令達反

(2)戦争、暴動、地震、噴火・津波

(3)国 、公共機関による法令等の規制

(4)復旧または営業継続に対する妨害

※下記の 1.～ 4.の補償から必要なものを自由に
選択してこ契約いただけます。(ただし、1.と3.(1)
は原則として必すこ契約ください。)

②特約により次の費用を補償します。

(a)傷害見舞費用
対象施設において、従業員以外の者が傷害を被った場合に、

慣習として支払う見舞金の費用を補償 します。また、特約に

より、対象施設内で食中毒が発生した場合の見舞金の費用を

補償 します。

(b)災害対応費用
災害が発生 した際、おわびの広告費用や被災者への対応のた

めの費用 (親族現地訪間費用、役員 。使用人派遣費用等)を

補償 します。

※これらの特約は、所定の担保条項をご契約いただかない場合には

付帯できません。詳細につきましては取扱代理店または弊社まで

お問い合わせください。

1.設備・什器、商品等の損害と費用の補償 (超農喜)テナント内熙備や調など映害を補償します。 3.賠償責任損害の補償 (解難)家主さんやお客様醐する離責l壬を補償します。

●偶然な事故によつて生じた損害を幅広く補償します。

。見舞費用や取片づけ費用も補償します。

①失火見舞費用

対象施設で発生した火災または破裂・爆発により、

他人の所有物に損害を与えた場合や同一建物内の

他人の営業施設の営業を1日以上休止させた場合

①通貨等盗難損害保険金

通貨・預貯金証書の盗難による損害

②水害費用

水災により対象施設の所在する建物等が床上浸水

または地盤面より45cmを 超える浸水を被り、保

険の対象である設備・什器等や商品・製品等に損

害が生じた場合

(1)家主 に対 す る賠 償責任 (借家人賠償責任担保条項)

次の事故により借用施設に損害を与え、家主から損害賠償を請求された場合の損害賂償金、訴訟費用、弁護士報酬等を補償します。

(2)施設 に起 因す る賠償責任 (施設賠償責任担保条項)

施設の不備、管理の手落ちや従業員の業務上の不注意により第二者の身体・財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担した場

合の損害賠償金、訴訟費用、弁護士報酬等を補償 します。

例えば………………①陳列してあった商品や照明器具が落ちてお客様がケガをした。

②ウェイトレスが誤ってお客様の晴着に飲食物をこばした。

③給配水管・冷房装置からの漏水により、階下店舗の商品などに損害を与えた。

④看板が落下し、通行人がケガをしたり、通行中の自動車が破損した。

※特約により、昇降機や保管物に起因する賠償責任を負担した場合の損害賠償金等を補償します。

(3)生産物 に起 因す る賠償責任 (生産物賠償責任担保条項)

販売した飲食物による食中毒の発生など、商品の欠陥や仕事の結果が原因となって第二者の身体・財物に損害を与え、法律上の損害

賠償責任を負担した場合の損害賠償金、訴訟費用、弁護士報酬等を補償 します。

4.そ の 他 の 補 償 仮店舗開設費用や災害対応費用まで広く補償します。
2日 休業損失の補償建額委)事故によつてl木業しなければならなくなつたときの歓を補償します。

次の対象事故により対象物件に損害を受け、対象施設の営業が休止または阻害されたために生じた損失、および休業日数を減少させる

ための費用を補償します。

(a)対象事故 ①火災、落雷、破裂・爆発     ②水災。風災・雹災・雪災     ③建物外部からの物体の落下 。
(3日 免責)            飛来。衝突・倒壊

①騒擾・労働争議に伴う      ⑤水濡れ             ⑤設備・什器。商品等の盗難

破壊行為

(b)対象物件 対象施設の所在する建物、対象施設の所在する敷地内にある被保険者の占有する物件のほかに、次の物件が対象とな
')ま
す①

①対象施設の所在する建物等に隣接するアーケードまたはそ  ②ユーティリティ設備 (電気・ガス・熱・水道・電信・電話
の建物等に通じる袋小路およびこれらに面する建物など    の供給設備)(3日免責)

保険金をお支払いできない場合の主なもの

(1)保険契約者、被保険者、保険金受取人等の故意 。重大な

過失、法令違反

(2)戦争、暴動、地震、噴火・津波

(3)国、公共機関による法令等の規制

(4)復旧または営業継続に対する妨害

③臨時費用

①残存物取片づけ費用

⑤修理付帯費用

●設備・什器等を対象としてこ契約いただく場合、次の損害を自動的に補償します。

②建具等修理費用保険金

事故により借用施設に損害が生じた場合に、賃貸借

契約等に基づき負担しなければならない修理費用

0食中毒・感染症による休業損失の補償
特約により、対象施設における食中毒・感染症の発生、保健所によ

る消毒・隔離処理等によって、営業が休止または阻害されたために

生じた損失を補償 します。ただし、この特約は2.お よび3.(3)を ご契

約いただかない場合には付帯できません。
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保険金をお支払いできない場合の主なもの

(1)保険契約者、被保険者、保険金受取人等の故意・重大な過失

(2)戦争、暴動、地震、噴火・津波

(3)保険の目的自体に内在する欠陥、自然の消耗、さび。変色、虫喰い等

(4)洪水・高潮・土砂崩れ等の水災

(5)詐欺、横領、万引、使用人・親族等の不誠実行為

(6)置き忘れ、紛失

(7)管球類の単独損害、機能に直接関係のない単なる外形上の損害

保険金をお支払いできない場合の主なもの

0各担保条項共通
(1)保険契約者、被保険者の故意

(2)戦争、暴動、地震、噴火・津波

(3)特別な約定があるために加重された損害賠償責任
0借家人賠償責任担保条項
(1)借用施設を貸主に引き渡した後に発見された損壊

(2)借用施設の修理、改造、取壊し等の工事に起因する損害賠償責任
● 施設賠償責任担保条項

(1)排水、排気 (煙 )、 廃棄物に起因する損害賠償責任

(2)医療行為を行う者の仕事の遂行上の過失に起因する損害賠償責任

(3)弁護士、会計士等が行う専門的職業行為に起因する損害賠償責任

(4)あんま。マッサージ。指圧・はり。きゅ>柔道整復・美容整形等に起因
する損害賠償責任

(5)従業員の業務災害

(6)自動車事故

0生産物賠償責任担保条項
(1)欠陥のあった商品または仕事の対象物の損壊自体の損害賠償責任

(2)故意 。重大な過失により法令に違反して製造・販売された商品ま

たは提供された仕事に起因する損害賠償責任

(3)欠陥商品の回収措置に要する費用

(4)排水、排気 (煙 )、 廃棄物に起因する損害賠償責任
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テナント総合保険お見積書

年   月  日

朝日火災海上保険株式会社

田 物損害担保条項
1.自             の目的とすることはできません。

岳f｀       1緊登撃険の目白0には含まれません。
(2)通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手等
(3)稿本、設計書、ひな型、鋳型、証書、帳簿等
(4)看板等の屋外の設備・什器等
2.保険金額 (ご契約金額)
(1)保険金額は保険の目的となる動産の時価額いっぱいにお決めください。
保険金額が時価額を下回る場合、支払われる保険金は実際の損害額
よりも少なくなる場合がございますのでご注意ください。

■ 物損害担保条項
1.損害保険金
(1)保険金額 (ご契約金額)が保険価額 (ご契約いただいた動産の
時価)と 同額またはそれ以上の場合

②涙講矮奈原掘扁隷庁歩慈i、繁
価額が限度となります。)

損害保険金=損害額×
揆榛希籍

(3)煽
蔓鉦僚禽完宅曹樵漢聾畠雇疫糧怠と琴社讀万?吾異籍簿獄凛
攀余蜜♂えど魏 占    装七:そFξF子そ

↓員
(4)4寄
高軽告音4jヨ     Э    キ
します。
①火災②落雷③破裂・爆発④風災・雹災・雪災⑤建物外部からの
物体の落下・飛来・衝突 。倒壊⑥水濡れ⑦騒榎・労働争議に伴う
破壊行為③盗難

2.通貨等盗難損害保険金
1事故・1敷地内につき、業務用の通貨の盗難については30万円を、また、

議蛮暴8詳鵡 鳥箋讃怪Eして観 脱
隠備・イ十器等の保

3.建具等修理費用保険金

濯 請 簸;3罵ごピ涎f會島計!牌 甥 鵡 へ:雅 どヤ
ます。

4.臨時費用保険金
1.の損害保険金の30%をプラスしてお支払いします。(1事故につき、
500万円限度)
5.残存物取片づけ費用保険金
1.の損害保険金の10%を限度に、実際に支出した残存物の取片づけ
費用の額をお支払いします。
6.失火見舞費用保険金
お支払金額=被災事業者。世帯数×20万円 (1事故につき、保険金額
の20%が限度)
7.修理付帯費用保険金
火災、落雷、破裂・爆発によって損害が生じた場合に、1事故・1敷地内に
つき、保険金額の30%または司,ooo万円のいずれか低い額を限度に、復旧
にあたり弊社の承認を得て実際に支出した必要かつ有益な所定の費用の
額をお支払いします。
8.水害費用保険金
お支払金額=保険金額 (保険価額を超えるときは保険価額)× 5%(1事
故・1敷地内につき、10o万円限度)

T101-8655

ホームページアドレス

東京都千代田区神田美土代町7番地

下EL 03-3294-2刊 11(大代表 )
http:〃www.asahikasai.co.ip

(2)時価とは商品・製品等の場合は仕入価額、営業用の設備・什器等の場
合は購入価額から減価償却した金額をいいます。

口 休業損失担保条項
1.保険金額は1日 あたりの粗利益額いっぱいにお決めくださぃ。た
だし、100万円を限度とさせていただきます。
2.約定復旧期間は、災害にあった場合の復旧に要する期間を想定し
て1。 3・ 6・ 9。 12か月の中からお決めくださぃ。

回 休業損失担保条項
1.約定復旧期間内の休業日数に対して、次の算式により算出した額をお
支払いします。ただし、過去の粗利益に基づいて算出した限度額から支出
を免れた経常費等を差し引いた額を限度とします。
お支払金額=保険金額×休業日数 (定休日を除きます。)
2.休業日数短縮費用 (一定額を限度)、 損失の発生または拡大の防止に
要した費用についてもお支払いします。

3.水災・風災。雹災・雪災およびユーティリティ設備の事故により生じた損
失については、事故の発生した日を含む最初の3日間の休業に対しては保
険金をお支払いしません。

口 賠償責任担保条項
1.借家人賠償責任担保条項
(1)保険金をお支払いする損害の範囲は、次に掲げるものに限

'り

ます。
① 借用施設の貸主に支払うべき損害賠償金
② 損害の発生または拡大の防止または権利の保全・行使の費用
③ 弊社の承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用
④ 弊社への協力のために被保険者が直接要した費用
(2)お支払いする保険金の額は、1事故につき、次の金額の合計額とします。
① (1)①の損害賠償金から3,000円を差し引いた額 (支払限度額限度)
② (1)②から④までの費用の金額(た だし、(1)③の費用について
は、(1)①の損害賠償金が支払限度額をこえる場合は、その割合に
よってお支払いします。)

2.施設賠償責任担保条項。生産物賠償責任担保条項
(1)保険金をお支払いする損害の範囲は、次に掲げるものに限

'り

ます。
① 被害者に支払うべき損害賠償金
② 被害者のために支出した応急手当、護送等の緊急措置に要した費用
③ 損害の発生または拡大の防止または権利の保全・行使の費用
④ 弊社の承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用
⑤ 弊社への協力のために被保険者が直接要した費用
(2)お支払いする保険金の額は、(1)①から③までに規定する損害賠償金
および費用については、1事故につき、その合計額から免責金額 (自己
真担額)を差し引いた額とします。ただし、支払限度額を限度とし、また、
(1)④の費用については、(1)①の損害賠償金が支払限度額を超える
場合は、その害」合によってお支払いします。

□ 営業継続費用担保条項
1.標準営業収益の減少を防止・軽減するために復旧期間内に生じた費用
のうち通常要する費用を超える部分をお支払いします。ただし、保険金額に
復旧期間に対応する割合を乗じた額を限度とします。
2.ユーティリティ設備の事故により生じた営業継続費用については、保険
金額の1%に相当する額を免責金額とします。

万―この保険で補償される事故等が生じたことを知つた場合には、すみやかに取扱代理店または弊社にこ連絡くださしヽ。なお、損害賠償にかかわる示談交渉については必す弊社と
こ相談いただきながらおすすめください。あらかじめ弊社の承認を得なしヽで賠償責任を認めたり、賠償金等を支払われた場合には、保険金を削減してお支払いすることがあります
のでこ注意ください。

1保険こ正券が1か月以上経過しても届かない場合は、お手数ながら弊社にこ照会くださいますようお願いいたします。
2こ契約者のこ住所などを変更された場合は、遅滞なく取扱代理店または弊社までこ連絡ください。

○この保険は、保険契約者が個人、小規模法人 (経営破綻時に、常時使用する従業員の数が20人以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限
り、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となります。ただし、その場合でも引受保険会社が経営破綻したときの保険金、解約返れい金等のお支払いは、保険業法の規定
に基づき一部削減されることがあります。詳細につきましては、下記記載の弊社ホームページをこ覧いただくか、取扱代理店または弊社までこ照会ください。
○弊社は、保険契約に関する個人情報を、適切な契約のお引受け、円滑な保険金のお支払い、付帯サービスのこ提供および弊社の商品の販売等を行うために取得・不u用し、
業務委託先、再保険会社等に提供することがあります。詳細につきましては、下記記載の弊社ホームページをこ覧いただくか、取扱代理店または弊社までこ照会ください。

●保険料お支払いの際は、弊社所定の保険料領収証を発行することとしておりますので、お確かめください。
0このパンフレットは「テナント総合保険」の概要をこ紹介したものです。詳細Iよ保険約款によりますが、保険金のお支払い条件 ,こ契約手続き・その他こ不明な点がありましたら
取扱代理店または弊社にこ照会ください。なお、詳しくはこの保険の「普通保険約款および特約集」「重要事項説明書」をこ覧ください。

弊社代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・契約の管理業務等の代理業務を行つております。したがいまして、弊社
代理店とこ締結いただいて有効に成立したこ契約につきましては、弊社と直接こ契約されたものとなります。

朝日火災海上保険株式会社 ●お問い合わせ先

こ契約にあたって

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

保 険 料適用料率

/

/

円

千円

千円

千円

/

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

10千円

/

/

10千円

10千円

10千円

免責金額
(自 己負担額)

支払限度額     千円

1事故(期間中)  千円

1事故 千円

1事故 千円

1事故 千円

1事故(ll間中)  千円

1事故 千円

期間中 千円

千円

千円

1事故 千円

千円

千円

千円

保 険 金 額

千円

千円

支払限度額 千円

千円

支払限度基礎額 千円

千円

1名 千円

f“H子を錦留絵
1名 千円

「いE♀ぞt躍名

約定復旧期間   か月

契約方式 型

1名 千円

保  管  中

輸送中(総輸送額)

約定復旧期間   か月

エレベータ(   台)、 エスカレータ(   台)、 駐車台数 (   台)

担保 条 件 等

地上   階、地下   階、 (占有面積   ド)、 (占有階   階)

財 物

身 体

財 物

財 物

身 体

財 物

身 体

被災者対応

災 害 広 告

借家人賠償

受託財物

昇降機

施  設

生産物

そ の 他

休 業 損 失

食中毒・感染症

営業継続費用

設備・什器

商品・製品

区   分

災害対応費用

傷 害 見 舞 費 用

賠 償 責 任

(原則としてご契約ください。)

休 業 損 失 等

物  損  等
(必ずご契約ください。)

合 計 保 険 料

4

5

3

2

エレベータ。エスカレータ。駐車台数

担 保 条 項

テ ナ ン ト の 用 途

建 物 構 造 ・ 級 別

階 数 ・ 占 有 面 積

テ ナ ン ト の 名 称

所 在 地

お支払いする保険金

万―事故が起きたときは

168007短)20」 0/045,000(EKS)
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